
シニアカー・電動車いすをご利用の方へ 

 

当院では危険防止の観点から、シニアカーでの院内の乗り入れを禁止させていた

だいております。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

また、電動車いすについては、使用に関するルールを定めております。 

 

 

シニアカー（ハンドル型電動車いす）院内への乗り入れ禁止 

 

 

 

 

 

 

院内でのシニアカーのご利用は、他の患者様との接触事故等の危険があるため禁止

とさせていただきます。シニアカーでご来院の際は、正面玄関脇へお停めいただき

院内移動の車いすへのお乗り換えをお願いします。 

 

 

 

電動車いすの使用ルール 

院内で電動車いすを使用する際のルールを下記のとおり定めております。 

 

・院内ではスピードを落としてご使用ください。 

・前を歩いている人を追い越さないでください。 

・廊下の曲がり角などでは一旦停止してください。 
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